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様式第１号 

会 議 録 

会 議 の 名 称 
令和４年度第３回所沢市寿町歴史的建造物整備活用基本方針策定

委員会会議 

開 催 日 時 
令和４年１０月１７日（月） 

午後６時００分 から 午後７時３０分 

開 催 場 所 所沢市役所６０４会議室 

出 席 者 の 氏 名 
羽生修二  山﨑伸  大竹悠介  田畑大介  古谷野恒男  

宮本八惠子  宮田沙季 

欠 席 者 の 氏 名 藤村龍至 

説明者の職・氏名 協同組合伝統技法研究会 

議 題 
議事 

（１）所沢市寿町歴史的建造物整備活用基本方針素案について 

会 議 資 料 ・基本方針素案（R4.10.17 日現在） 

担 当 部 課 名 

教育長 中島秀行 

教育総務部 

部 長 千葉裕之  

次 長 皆川博幸 

文化財保護課 

課 長 稲田里織 

副主幹 川島一禎 

主 任 宮内洋英 

 教育総務部文化財保護課  電話０４（２９９１）０３０８ 
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委 員 

開会  

教育長あいさつ 

委員長あいさつ 

配布資料の確認を行った。 

 

議事 

（１）基本方針素素案について 

 議事（１）基本方針の素案についての修正箇所について、前回の

会議で各委員からの意見を集約したものと聞いているが、事務局か

らの説明を求める。 

 

前回の委員からの意見及び庁内の課長級で構成されるワーキン

ググループの意見を反映させたものを、次長級で構成された庁内検

討調整会議で審議修正を重ね、基本方針の素案として配布した。 

※主な修正箇所について説明 

 

これについて質問・意見をどうぞ。 

 

目的の部分で触れられている、保管部材を用いた建造物の復元に

ついて、活用が何も決まっていない段階で建物を建てることを基本

方針に書き込むことは順番として違うと思う。 

 

活用方法を検討してから、それに合わせた整備を考える方がいい

のではという議論は、庁内ワーキングや庁内検討調整会議でも議論

をしてきた。議論を経て、事務局では、本事業の発端は、まず「秋

田家住宅」を整備することであるという基本の考えを大切にして、

初めに活用を視野に入れた整備を検討し、その活用については基本

方針の内容を尊重して、今後、管理運営体制も含めて具体的な検討

を進めていくとしている。 

 

整備というときに、文化財として「秋田家住宅」を今のまま残す

のと、新たに建てるのでは意味合いが違う。新たに建てる場合は新

たに費用負担が発生する。そこにいくらお金をつぎ込むのか、全額

税金でやるのか。税金でやるとしても、事業投資した分の回収はど

う見積もるのか。こういうリターンがあるからこれだけ投資をする

というところが出せない時には、やるべきではないと思う。新たに

建てること自体に反対しているのではなく、何をやるのか決まって

いないのに、それに対してお金を下さいとだけ言うのは、無理筋で

はないのか。もちろん民間が出来ない事を公でやるということは正

しい事だと思うので、全てが税金で回収できるとしなくていいとは

思うが、金銭に代替できない価値とは何か、こういう公共サービス

の為に資するものであるから市民理解が得られるといった形にし

ないと、納税者の感覚としては自分達の払った税金がどこに使われ

るのか？という話になる。 

 

 委員のいう通りだ。私たちはあくまでも活用のことを主に話し合 
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事務局 

っており、そこは今一つはっきり議論は尽くしていない。活用がき

まれば部材はどうする、建物はどうするという話になる。 

 

今までの会議で、活用については飲食など色々な設備が必要なも

のをやったらどうかという意見が出たが、「秋田家住宅」の中では

設備的に無理なところがある。活用の案として色々出されたものを

加味すると、新しいものを建てるという事が不可欠である。ただし、

確かにここで目的の中に既にありきみたいな書き方をしてしまう

のは良くない。 

 

「秋田家住宅」を何とかしなくては、保存してある部材を何とか

しなくてはということで、この策定委員会が動き出したので、私は

目的に書いておいてもいいと思う。順序としては委員が言うよう

に、目的で最初に建物の復元をうたうというのはおかしいが、事の

流れがそうスタートしているのでいいかなと感じる。 

 

「秋田家住宅」と復元建物は分けて考えた方がいい。 

 

建物の復元は、活用の方針が固まった時点で、「秋田家住宅」だ

けでは活用に供するスペースが足りないから。北側の空地に１棟は

必要ということで、初めて保存部材の活用という言葉が出てきてし

かりというのは分かる。 

 

私も保存した町家の部材をここで使えるなら是非ということを

考えていたので、目的の中に入ることは不思議に感じていなかっ

た。そういう先入観もなしに考えた策定委員会としては、北側の部

分に何かを使うという話は目的にはあまり明記しない方がいいと

今思った。 

 

反対している訳ではない。 

 

中心市街地に残る国登録有形文化財「秋田家住宅」を含む歴史的

建造物を活用し後世に伝えることで、という流れの文章にしたら良

いのではないか。 

 

他の委員から意見はあるか。 

 

この策定委員会は「秋田家住宅」をどうしようかという委員会だ

ったが、今は街づくりの方向に議論が向いつつあるように思う。町

内会でも風呂敷が大きすぎないかという意見をもらった。そもそも

「秋田家住宅」をどうするかということで始まった話だから、原点

に戻さないといけない。 

 

寿町歴史的建造物整備活用だから何も「秋田家住宅」に限らず、

市が保管する歴史的建造物の部材は何らかの形で活用した方がい

い。「秋田家住宅」の整備だけでは他の部材を無視したことになる。 

 

この委員会を立ち上げる前の令和２年度に事務局が計画した事

業としては、市が取得した「秋田家住宅」の建物と土地をどうする 
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のかを主としており、建物裏の敷地も広いので、その敷地をどうす

るかと考える過程で、中心市街地にあった歴史的建造物の保管部材

を使って活用に供せないかと考え、委員の皆さんからご意見を頂い 

ている。そういった意味で、素案では、目的の部分でまず復元を検

討していることに触れてから、その保管部材はどんなものでどうい

った歴史があるのかを第５章で紹介している。 

 

裏の敷地に２棟建てる余裕があるのか。保管部材を使った建造物

は、旧庁舎跡地など別の場所に復元するのもいいのではないか。た

だし、北側の空地でも何かしたいと基本方針には入れておかない

と、具体的検討に入った時に何もできなくなってしまうと思う。 

 

事務局からの発言であったように、検討だけであれば間違いでは

ない。 

 

事務局には「復元等」と記載するなど、書き方を検討してもらう

ようにする。 

 

素案３ページ目の「２．関係法規の課題」について、用途変更や

増改築はどの程度行った場合、建築基準法などに抵触するか、確認

したい。 

 

「秋田家住宅」の用途は、現在は住居となっているため、曳家し

ても住居の用途のままであれば、既存不適格として扱われる。しか

し、活用にあたり特殊建築物とされるような用途に変更すると、用

途変更に該当する。また、増築は部屋を増やすことなど、改築につ

いては従前の建築物を建て替えることを指す。 

 

素案７ページ第４章の「１．整備方針」について、「現状変更届

の範囲内」とは、具体的にどういったことか。 

 

現状変更とは、位置や形を変えようとする行為のことで、国の登

録有形文化財建造物では、移築する場合や、外観を変更する範囲が

通常望見できる範囲の４分の１を超える場合などには文化庁への

届出が必要になる。現状と大きく変更すると、登録の解除ともなり

かねないので、現状変更届の範囲で済むよう、埼玉県を通じて文化

庁とも協議を行い、今後の整備を進めるといった意味合いだ。 

 

素案１０ページ第６章の「（２）活用の方向性」について、ある

程度の収入とはどの程度を考えているか。運営費＋修繕のための積

立くらいは記載できるのではないか。 

 

基本方針では具体的な活用内容までは示さないので、活用に要す

る運営費の算出はできないため、このような表現にした。 

 

他の地域で同じような建築物を使って活用している場合の数値

的なものや実績は調べているのか。 

 

いくつかの自治体の事例について調べている。それぞれの活用方 
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法や建造物の状況なども違うため、一律には示せない。 

 

使われ方で変わると思うが、元となるベースを決めておかないと 

赤字でもいいのかという話になる。せめてそこを維持管理していく

上では活用でもって回せるような、それぐらいのベースとなる所は

作った方がいい。 

 

「多様な層が訪れる活用事業を基本」という文言がある。その事

業を維持運営することがかなうだけの少なくとも数字が得られる、

という風な作り方をしたらどうか。 

 

もしそういう文言をいれるとしたら、達成できなかった場合どう

するのかというのも必要になってくる。罰則などをいれないとすれ

ば、赤字になった場合、それが続いていくのを傍観することになっ

てしまう。 

 

皆さんのご意見は市民感覚、外部委員の意見として受け止め、今

後の具体的な活用や管理運営方針の検討につなげていきたい。現状

として市の施設、例えば公民館などの使用料は使用電気料を算出根

拠に定めており、公の施設とする場合には、他の公共施設の使用料

とのバランスもある。委員からのご意見にもあった公がやることの

意味や金銭に代替できない価値とは何か、というのをしっかり把握

し、市民のお荷物にならない施設にしてほしい、という趣旨を受取

り表現は再検討をするが、現時点で具体的な数値の記載はできな

い。 

 

素案１３ページ第７章について、整備から活用という段取りだ

が、活用から整備ではないのか。また、「管理運営体制の検討」は

令和５年度に前倒しした方が良いのでは。 

 

庁内検討調整会議等でも、整備が先か、活用が先かという議論が

あり、ご意見は参考にさせて頂く。また、耐震診断や地盤調査など、

設計前に実施しておくべき調査の必要性が判明したため、令和５年

度には、そういった調査を実施する予定でいる。それらを踏まえた

形で、管理運営体制の検討を進めたい。 

 

素案１３ページ第７章「２．事業費用（概算）と財源」について、

過去の市議会の議事録内に１０億円という発言が出た記憶がある。

今回は５億円と算出されているが、その範囲と根拠を示してほし

い。 

 

今回記載した５億円の算出根拠については、１３ページで示した

とおり、他自治体の事業費を参考として１ｍ²あたりの単価を算出

し、曳家を含めた「秋田家住宅」整備費用と北側敷地に１棟の建造

物復元を行ったと想定した建築費を概算として算出している。 

 

素案１０ページの「１．活用方針」などで「街なか」や「街並」

といった「街」の字が使われているが、町内会の「町」でもいいの

ではないか。 
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この部分は「所沢駅周辺グランドデザイン」の内容を取り入れて

いるため、その表記に合わせているが、全体を再度確認し、統一す

べきものは表現を統一する。 

 

１ページ目の下から２行目。記憶違いかもしれないが、以前は西

所沢から航空公園までの回遊としていた気がするが、素案の表現だ

と狭いのではないか。 

 

所沢駅周辺グランドデザインを考慮するにあたり、「所沢駅周辺

から元町交差点の回遊拠点」の文言を入れた。 

 

「秋田家住宅」中心に航空公園の方へ人が流れるようにしたいと

いう話は無くなったのか。 

 

無くなったわけではない。ご意見を踏まえ「秋田家住宅」から「旭

橋」を通って航空公園へつなげるというイメージで、この部分の表

現は再検討する。 

 

３ページ目、北側の空地に建物を建てる場合は接道義務と書いて

ある。北側の空地は「秋田家住宅」の曳家と復元建物を建てたいと

のことだったが、この場合は新たに市が条例を作る必要が出てくる

が、市は条例を作る心構えがあるのか。条例がないとできないとい

う事になると秋田家住宅だけになるのでは。市の解釈を確認した

い。 

 

新しい建物を北側敷地に建てる場合には、現行の建築基準法上は

困難だ。北側敷地に建物を建てるにあたってどういった対応が必要

なのか、その検討の中で条例を作る必要があるという事になれば、

市として条例制定を進める。 

 

９ページの整備方針、いつの間にか復元建物は一棟になっている

が、これは費用的なものか、敷地面積の関係なのか。庁内検討調整

会議の中で一棟になったのか、お聞きしたい。 

 

素素案の段階では最大３棟と記載していた。事務局では、委員の

皆さんから頂いた様々な活用案を実現するためには「秋田家住宅」

の屋内スペースだけでは限界があるため、保管部材を活用した建造

物の復元を行って敷地全体で明治大正期の本物を伝える活用を行

いたいと考えている。建造物については、庁内検討調整会議でも事

業費の算出結果や、基本方針の実現可能性等の面から少なくとも１

棟は建てたいとし、今回の素案でお示しした。 

 

１０ページ「２．運営の方法と体制」について、市が直営という

のは無理だと思う。八王子市は商工会議所も絡んで振興公社を作っ

ているが、そのような団体を中に入れながら今後の運用方法を考え

て頂きたい。そうすれば広範囲でベターな運営が出来るのではない

か。 
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「所沢駅周辺から元町交差点付近への回遊拠点」について、低い

土地にあるまち場と、南と北の大地というこの地形も所沢の魅力の

一つだと思っているので、「所沢駅周辺から西所沢及びその南北へ

の回遊拠点」として頂けると嬉しい。そうすると航空公園など広い

範囲が含まれる。事業を維持運営していくためにはお金を落として

もらうことが必要であり、また人が回遊する事によってまち場を活

性させる事も経済活性化にあたるので、ここの「地域の活性化」と

いう漠然とした言い方を「地域経済活性化」にするのはどうか。 

 

３ページ目について、カタカナ用語が多いので、将来性のある街

づくりとか、そういう言葉でもいい。２番目の関係法規の課題のと

ころの４行目、改訂と改正両方使われているので統一したほうが良

い。なお、３ページ目「３．敷地の高低差への対応」について、「傾

斜に沿った塀の作りを活かし」としながらも、隣地との高低差を解

消するとあるが、これは盛り土をして傾斜を作るなどの対応をとる

のか。 

 

この部分は「秋田家住宅」の塀が斜めになっているのは大切なこ

とで、整備で隣地と合わせるために平にしたら何も意味がないとい

う趣旨であり、塀の高低差には意味があるということが伝わるよ

う、再度表記について検討する。 

 

４ページ、「秋田家住宅」の位置大きさのところで、「明治から

大正時代にかけて織物産業で栄えた旧市街地」であるという事だ

が、織物は戦後もあったので、栄えたというのは昭和初期にしてお

いた方が良い。 

また、２行目の「秋田家住宅南側の県道は明治時代になっても三

八の市が開かれた」と書いてあるが、これは江戸時代の１６００年

の前期から始まっているため、「江戸時代から三八の市が開かれて

農産物や織物の取引」とした方が良い。 

５ページの「店舗兼主屋」について、文尾の「なっている」が続

いているので、一つにした方が良いのではないか。 

１０ページ８行目、「特定の世代や特定の目的に～」は、「多世

代」も加えた方が良い。 

「（３）活用の例示」について、網掛けの「本物を伝える」を「本

物の体験」に揃えてしまってもいいのではないか。 

また、「など」が多用されているので使わなくていい。「新鮮な

野菜が手に入る」を「農畜産物」にするのはどうか。 

１１ページ目、「トトロのふるさとなど誇れる要素の多々ある魅

力的なまちだとアピールできる場所」など、文章を少し工夫して頂

けるともっと分りやすい。 

その次の「歴史に興味が無い方でも～」というところで、子育て

中の若い世代でもと、ここだけものすごく具体的。「小さな子供は

畳の上で遊べる」を、３行下に移した方が良い。 

１３頁、事業スケジュールで「建造物」「建築物」と二つの表現が

使われているので統一したらどうか。事業費用概算等のところ、「た

め」が続くので文章を変えた方がよい。 
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※委員から資料配布あり 

資料について、色が変わっている所は商店街的に加筆したとこ

ろ。目的に関して、「駅周辺から元町交差点付近」については、所

沢全体をアピールする形にして、所沢を発展させるためには世界を

見据えてグローバルにやっていくという標記に変えていただきた

い。原案では商業や観光、経済が出てこない。商店街的には商業観

光を入れて頂かないと意味が全くないので、是非入れて頂きたい。

資料でお配りした物は、素素案で井筒屋まちづくり商店の歴史に関

して経緯が抜けていたので、歴史をしっかり記しておく必要性があ

ると思い加筆した。旧町地区は商工業の発展により、まちが潤って

地域が育ったという歴史がある。山車も商店主がお金を出して、ま

ちに還元して、みんなでところざわ祭りなどをやっていく。そうい

った事で地域の結束力ができる。地域の結束力があるというのも、

まつり文化があったためにできたもの。箱ものを見て文化があるの

を感じてもらうのもいいが、自分が生まれ育ったところとしては、

面倒くさいことをやっていく事自体が文化というか、形にないそう

いったものが、私達は郷土愛とか地域を愛する気持ちがいいなと思

う。原点というのは商工業というのが私としては重要であり、商売

で繁盛した秋田家住宅を原点にもどすと、あそこで商売をしていく

必要性がある。子ども達に古くて立派なことを伝えるだけでなく、

どんどん活用していく。商店街的に言うと、そこで商売をして活性

化して利益も上げてそれを目指して世界から人が来て、商店は魅力

をアップしていってもらいたいので、目的に是非入れてもらいた

い。 

 

振興公社のようなもの。その辺の文言は是非入れて頂きたい。 

 

活用の事を考えていくときに、振興公社もそうだが、ちゃんと考

える組織は必要だ。役所で出来るのであればいいが、色んな専門的

な立場からそれをしっかりと考えてプランニングしていく。そうい

ったものを早い段階で作って、委ねていくのはどうか。出来上がっ

たプランを委託するのではなく、プラン作りからしっかり入ってや

れるような組織。 

 

全体的な先を見据える形でのアドバイスを頂けるのは、先々考え

てもかなり有効なので、そこは一つの判断材料として考えていきた

い。 

 

目的の所を大幅に手直しして頂き、皆さんに確認して頂く。その

他修正や意見もでたので、これをまとめて頂きたい。 

 

※委員から資料配布あり 

素案とは全く違う資料だが、春の「秋田家住宅」特別公開に参加し

た時、庭が荒れ果てている様子、人が住まない家の埃。綺麗だった

庭が雑草におおわれているのがいたたまれなかったので、実現でき

るかどうかわからないが、工事着工前にトライアルイベントの開催

はどうか。市民参加型草取り、庭の手入れ、掃除、ボランティア作

業デーみたいなのを設けて、お茶で一服の会とか、コミュニケーシ

ョンをはかるとか、トライアルイベントとして幾つか作ってみたの 



 9

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委 員 

 

副議長 

で見て頂けたらと思う。それから秋田家住宅を活用する時に、秋田

家住宅を維持してこられた秋田家へのリスペクトというのは基本

的に忘れてはいけないと思い、これを書かせて頂いた。 

 

事前に盛り上げるためには、もっとお掃除会だとか積み重ねて市

民の興味が広がった中で実現したらすごくいいと思うので、見学会

だけではなく委員の提案のようなイベントも考えてもらいたい。 

 

活用について早い段階から検討するには、予算をつけて全国を回

るとか、そういった事をやると良いのではないか。役所の中の有望

な方に見てもらい、色んなプランが出せるようにベースとなる情報

なり事例なりを勉強してもらえれば良い。 

 

以上で議事を終了する。 

 

今後のスケジュールについて説明。 

本日いただいたご意見を踏まえて、素案の再修正を行い、１１月

２１日に予定されている市議会説明会資料としたいと考えている。

本日の意見反映を行った素案の確認は、委員を代表して議長一任で

よろしいか。 

 

＜一同同意＞ 

 

閉会の挨拶 

 

 


